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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成30年３月30日に提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部及びXBRLデータの一部に訂正すべき事項があり

ましたので、これらを訂正するため金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出す

るものであります。

なお、併せて訂正後のXBRLデータ一式を提出いたします。

 
２ 【訂正事項】

平成30年３月30日提出の臨時報告書の２　報告内容　の記載内容を、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第12号及び第19号の記載すべき事項に訂正するとともに、XBRLのデータの一部を訂正するものであります。

　

３ 【訂正内容】

XBRLデータ内の臨時報告書提出理由を以下のとおり訂正しております。

 
　（訂正前）企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号

　（訂正後）企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号

 
また、開示書類の記載内容を以下のとおり訂正しております。

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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２【報告内容】

　（訂正前）

　１．覚書の内容

　 ① 概     要  下記原契約に基づく本件事業に係る業務の対価を④のとおり決定するものであります。

　 ② 覚書締結日 　平成29年３月31日

　 ③ 対価の対象期間 　平成28年10月１日～平成29年３月31日

　 ④ 対　　　価 　30,000,000 円

　

 （原契約①の内容）

(1)概     要  当社がＲＩＺＡＰグループ株式会社より本件事業の物流業務の第三者への委託にかかる物流管

理業務の委託を受け、これを受託するものであります。

 (2)相 手 方  ＲＩＺＡＰグループ株式会社

 (3)契約締結日  平成29年３月１日

　

 （原契約②の内容）

(1)概     要  当社がＲＩＺＡＰグループ株式会社よりＲＩＺＡＰグループ株式会社のグループ企業のＥＣに

関するコンサルティング（ＥＣ事業アドバイザリー業務、ＥＣ事業推進業務等)の委託を受

け、これを受託するものであります。

 (2)相 手 方  ＲＩＺＡＰグループ株式会社

 (3)契約締結日  平成28年５月１日、平成28年８月１日、平成28年11月１日、平成29年１月31日

　

　２．支配株主との取引に関する事項

当該取引は、当社の親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社との取引となり、支配株主との取引等に該当し

ます。

①支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針との適合状況　

　当社は平成28年７月４日に公表したコーポレートガバナンス報告書において、支配株主との取引等を行う際に

おける少数株主の保護の方策に関する指針として、「当社は支配株主との間で取引が発生する場合には、取引の

合理性（事業上の必要性）と取引条件及び取引条件の決定方針の妥当性について十分に検討するものとし、少数

株主の権利を不当に害することのないよう、少数株主の保護に努めてまいります。」と定めております。今般の

取引におきましても、公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に加えて、取引の合理性

（事業上の必要性）と取引条件及び取引条件の決定方針の妥当性については、取締役会において検討を行った結

果、対価として受領する金額の算定根拠に合理性があることから、少数株主の保護の方策に関する指針に適合し

ていると判断しております。

　

②公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項

　本件取引については、業務を細分化し、人員数・時間数に応じて対価を算定しており、実際に行われた業務内

容、成果等からして適正であると判断しております。

　また、当社の役員である濱中眞紀夫氏、八島隆雄氏は、支配株主の職員を兼務しているため、当該意思決定等

の取締役会決議に参加しない事により、利益相反を回避致しております。

　

③当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入手し

た　意見の概要

　支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役２名（石原康成氏、古川純平氏）より、本覚

書で合意する対価については、当社において業務内容を細分化し時間数に応じて金額が算出されており、実際に

行われた業務内容、成果等からして金額は適正な金額と当社が判断し親会社にもその旨説明し了承が得られてい

ることから不相当と認められず、これらの業務の対価の合意を明らかにするものであって、締結の必要性があ

り、また、本覚書を締結するにあたって、公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置も図

られていることから、少数株主にとって不利益とは認められない旨の意見を頂戴しております。
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　（訂正後）

　１．当該事象の発生年月日

　　　 平成29年３月31日

 
　２．当該事象の内容

当社は、親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社との間で、ＲＩＺＡＰグループ株式会社のトレーニング

ウェア等の商品の販売事業（「本件事業」）に係る物流管理の業務委託契約（原契約１）ならびに当社がグルー

プ企業のＥＣ支援を行う業務委託契約（原契約２）を締結しておりますが、平成29年３月31日開催の取締役会に

おいて、次のとおり、原契約１及び原契約２に基づく本件事業に係る業務の対価を決定する覚書を締結すること

を決議いたしました。

　　 　（覚書の内容）

　　　　 ① 概　　　要　　下記原契約１及び２に基づく業務の対価を④のとおり決定するものであります。

　　　　 ② 覚書締結日　　平成29年３月31日

　　　　 ③ 対価の対象期間　　平成28年10月１日～平成29年３月31日

　　　　 ④ 対　　　価　　30,000,000円

　　　 （原契約１の内容）

　　　　 (1)概　　　要　　当社がＲＩＺＡＰグループ株式会社より、本件事業の物流業務の第三者への委託にかかる

物流管理業務の委託を受けこれを受託するものであります。

　　　　 (2)相　手　方　　ＲＩＺＡＰグループ株式会社

　　　　 (3)契約締結日　　平成29年３月１日

　　　 （原契約２の内容）

　　　　 (1)概　　　要　　当社がＲＩＺＡＰグループ株式会社よりＲＩＺＡＰグループ株式会社のグループ企業のＥ

Ｃに関するコンサルティング（ＥＣ事業アドバイザリー業務、ＥＣ事業推進業務等）の委

託を受けこれを受託するものであります。

　　　　 (2)相　手　方　　ＲＩＺＡＰグループ株式会社

　　　　 (3)契約締結日　　平成28年５月１日、平成28年８月１日、平成28年11月１日、平成29年１月31日

 
　３．当該事象の損益に与える影響

当該取引に伴い、平成29年３月期の連結及び個別決算におきまして、営業利益30百万円を計上しております。
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